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平成２８年度第４回市川市介護保険地域運営委員会 会議録 

 

 

１.開催日時：平成２９年２月１３日(月) 午後２：３０～３：３０ 

 

２.開催場所：市川市役所 ３階 第５委員会室 

 

３.出席者 

 【委員】 

  委員長  伊藤委員 

  副委員長 髙木委員 

  委員   淡路委員、内田委員、大野委員、佐藤委員、谷口委員、戸田委員、 

       森本委員 

 

 【事務局】 

  岡崎（福祉政策課長）、荒井(介護福祉課長)、清水(介護福祉課主幹)、 

白井(福祉政策主幹)、鈴木（福祉政策課主幹）、佐藤(介護福祉課副主幹)、 

増田(介護福祉課副主幹)、大賀(福祉政策課主任)、井津井（福祉政策課主任主事）、 

松原（福祉政策課主事）、植草（福祉政策課主事）、阿部(福祉政策課主事) 

 

４.議事 

  (１) 予防給付ケアマネジメント業務委託について 

  (２) 平成２９年度事業計画について 

         ① 介護給付適正化事業について 

         ② 地域密着型サービスの公募について 

         ③ 地域包括支援センターについて 

  （３） 指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの指針の策定について 

 （４） 地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について 

 

 ≪配布資料≫ 

  資料１     予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について 

  資料２－１－① 平成 29 年度 介護給付適正化事業計画について 

  資料２－１－② 平成 29 年度 介護給付適正化事業計画について 

(指導監督体制について) 

  資料２－２－① 地域密着型サービス事業者の公募状況等について 

資料２－２－② 第６期高齢者福祉計画・介護保険事業備計画（平成 27 年度～平成

29 年度）における地域密着型サービスの整備状況について 

資料２－３   平成 29 年度 地域包括支援センター事業計画 

  資料３     (仮称)市川市指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間
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及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する

場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針の制定について 

  資料４     地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について 

            

平成 29 年度市川市介護保険地域運営委員会年間スケジュール 
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 項  目        内              容 

事務局(白井) 

 

 

 

事務局(白井) 

 

 

事務局(白井) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

 福祉政策課の白井でございます。本日の司会を務めさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 

 本日は新井委員より欠席のご連絡をいただいております。 

 

 

それでは、議事に入る前に資料の確認をさせていただきます。 

事前に送付いたしました資料として、 

 

会議次第 

資料 1    予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について 

 

資料 2-1-① 平成 29 年度 介護給付適正化事業計画について 

こちらについては、お配りしたものに差し替えがありますので、 

本日お渡ししたものをご覧ください。 

 

資料 2-1-② 平成 29 年度 介護給付適正化事業計画について 

      (指導監督体制について) 

資料 2-3    平成 29 年度 地域包括支援センター事業計画 

 

資料 3     (仮称)市川市指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利

用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサー

ビスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する

指針の制定について 

 

資料 4     地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について 

       平成 29 年度市川市介護保険地域運営委員会年間スケジュー

ル 

 

本日配布させていただきました資料といたしまして 

 

資料 2-2-①  地域密着型サービス事業者の公募状況等について 

 

資料 2-2-② 第６期高齢者福祉計画・介護保険事業備計画（平成 27 年

度～平成 29 年度）における地域密着型サービスの整備状

況について 
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事務局(白井) 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

伊藤委員長 

 

大賀・阿部 

 

 

伊藤委員長 

 

 

以上をお配りさせていただいております。 

お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

議事録等作成の都合上、ご発言いただく際は、お近くのハンドマイクを

お使いいただきますようお願いいたします。また、ご発言が終わりました

ら、お手数ですがハンドマイクのスイッチをお切り下さいますよう併せて

お願いいたします。 

 

それでは、これより議事の進行を伊藤委員長にお願いしたく思います。

よろしくお願いいたします。 

 

ただいまより、平成２８年度第４回介護保険地域運営委員会を開催いた

します。 

 

これより、議事に移りますが、その前に、確認しておかなくてはならな

い事項があります。 

本日の会議は、「市川市介護保険条例条例第１５条」により半数以上の

委員に出席をいただいておりますので、本委員会の開催は成立いたしま

す。 

 

なお、本委員会につきましては、「市川市審議会等の会議の公開に関す

る指針」により原則公開となっております。 

また、本日の議題中、議題(４)「地域密着型サービス事業者の指定及び

指定更新について」については、審議内容によっては事業者に不利益を及

ぼすおそれがあることから非公開とさせていただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、議題(４)については、非公開とさせていただきます。 

 

 

本日、傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

 

おりません。 

 

 

それでは、議題（１）「予防給付ケアマネジメント業務委託について」

です。介護福祉課より、説明をお願いします。 
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増田副主幹 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

清水主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

伊藤委員長 

 

 

清水主幹 

 

 

介護福祉課 増田です。議題１「予防給付ケアマネジメント業務委託について」ご報告

させていただきます。資料１をご覧ください。前回８月の地域運営委員会後に介護予防

支援事業者委託の追加事業者が資料のとおり13箇所ございましたのでご報告いたしま

す。今回は特に理由等は見当たらず、新規の事業者と認識しております。以上となりま

す。 

 

ただいま、介護福祉課より説明がありましたが、ただいまの件について、

何かご質問がありましたら、お願いします。それだはこちらはご承認いた

だいたということで。 

 

続いて、議題（２）平成２９年度事業計画についてです。まず、①介護

給付適正化事業について福祉政策課、介護福祉課より説明をお願いしま

す。 

 

介護福祉課の清水と申します。まず資料２－１－①介護給付適正化事業

計画について申し上げます。介護給付の適正化事業につきましては介護給

付、予防給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提

供されていないかの検証。本事業の主旨の決定や、良質な事業展開のため

に、必要な情報の提供。介護サービス事業者間による連絡協議会の開催と

いうように、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を行うとと

もに、給付等に要する費用の適正化のための事業を実施することを目的に

の実施しております。毎年春にご報告申し上げていますとおり、←削除平

成２９年度におきましても、要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の

適切化、サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化、この３本の柱をも

ちまして適正化の事業を進めて参ります。一点加えたところがございま

す。２つ目のケアマネジメント等の適切化をご覧ください。１.ケアプラ

ン点検は同じです。２番目の①住宅改修等の点検に加えまして、②の福祉

用具購入・貸与調査福祉用具利用対象者等に調査を行い福祉用具の必要性

や利用状況を確認して参りたいと思っております。その他は変更点はござ

いません。以上でございます。 

 

ありがとうございました。介護福祉課より説明がありましたが、ただい

まの件について、何かご質問がありましたら、お願いします。 

 

今のお話の②に関して、不適切な給付はなかったでしょうか。 

 

 

今年度も点検をしておりますので、担当者の方からご報告させていただ

きます。 
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佐藤副主幹 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

清水主幹 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

伊藤委員長 

 

鈴木主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、福祉用具の例外給付の特に特殊寝台を利用されている対象者

についてプランの確認とともに、現地を訪問し、利用状況を確認しており

ます。 福祉用具を例外で使っている方が、自立するために利用できてい

るか、改善しているかというところを重点的に検証しましたところ、今の

ところみなさん適正に使われており、違反は認められておりません。来年

度も引き続き行っていきたいと思います。 

 

ありがとうございました。これは介護度が改善したら引き上げるという

ものなのでしょうか。 

 

レンタルにつきましては、いつまでも使い続けるのではなく、自立支援

を目的としたサービスとなっておりますので、改善が認められたらそのレ

ンタルを終了するか、あるいは違うレンタルが必要なのかを定期的に評価

をした上で、適切にサービスの提供をしていくものでございます。 

 

わかりました。他にご意見はございますでしょうか。それではご承認い

ただいたということで。 

 

続いて、福祉政策課より説明をお願いいたします。 

 

福祉政策課鈴木です。平成２９年度介護給付の適正化事業計画、指導監

督体制についてご報告させていただきます。サービス提供体制及び介護報

酬請求の適正化として、指導監督体制の充実がございます。指導のうち、

集団指導は地域密着型サービス事業者を対象に制度及び報酬体制内容等

の説明を行います。平成２８年度より利用定員が１８人以下の小規模通所

介護事業所が、地域密着型通所介護事業者になったので、対象数が大幅に

増え約１２０事業所が対象となります。 

実地指導はサービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項につい

て、事業者及び事業所の従業者に周知のため概ね６年に１回実施し、平成

２９年度は地域密着型サービス事業者２２箇所を対象に予定しておりま

す。以前は概ね４年に１回実施しておりましたが、平成２８年度からは指

定更新に合わせて実施することとしています。 

監査は基準や請求に関して、著しい違反を認めた場合、違反の恐れがあ

る場合に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置をとるために、実地検査

で行うものです。 

２．の苦情・通報情報の適切な把握及び分析、効率的な事業者指導の実

施とは、市民や従業員等から介護サービスに関する苦情や相談を受け、事

実確認を行い必要に応じ事業者に指導を行うものです。この苦情や相談か

らの情報を、重要な情報と捉え指導に繋げていきたいと考えております。
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伊藤委員長 

 

内田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

谷口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

森本委員 

 

 

 

以上です。 

 

ありがとうございます。ご質問等ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

内田です。どこでお話しようかなと思っていたのですが。今、介護職員

の人気が非常に低く、介護系専門学校も定員割れになっているという話ま

であるようで、将来が心配でなりません。うちの父も９０歳で、デイサー

ビスに通っていますが、人はすぐ変わる、人によって対応は良かったり悪

かったり、送り迎えの車のタイヤはツルツルという状況を見ております。

適正化ということも必要なんでしょうけども、ある程度しっかりした人材

をそれぞれの事業者が確保できるような、職員の方々への適切な報酬をも

う少し考えていかないといけないのかなと思います。どうしてもきつく

て、大変ということも聞いておりますが、それによってこれからなり手が

いなくなってくるって懸念されるわけですね。どうしても適正化という

と、わたしたち医療の世界だと、削られるっていうふうに考えてしまうの

ですが、本当の意味の適正化を考えていただければなと感じるところであ

ります。ここですべき発言ではないかもしれませんが、ちょっとお時間い

ただきました、すみません。 

 

ありがとうございます。確かに大事な問題だと思うのですが、なかなか

ここで話すのも難しいものでもあると思います。はい、どうぞ。 

 

谷口です。本当に素人なんですけど。ただ介護の世界、いろいろな権限

が国から移譲される流れからもですが、市として独自の観点からいろいろ

なことができる可能性もあると思いますので、その辺アンテナを張って考

えていただければと思います。先ほどの資料２－１－①のところの話題も

そうなんですけど、適正な認定とういうのが、どうしても厳しい認定であ

ったりだとか。それから福祉用具レンタルでも、十分に機能発揮してても

効果があってとして、利用が打ち切られて、もとに戻るような結果になる

ことが懸念されますので、そのようなことがないようにしてほしいと思い

ます。 

 

ありがとうございます。医療もそうですけども、適正化という言葉が委

縮につながってしまってはいけないので、市のできる範囲で検討いただけ

ればと思います。他にご意見ありますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

森本です。意見としてですが、適正化というと絞る方向の話になりがち

ですが、不要なところをしっかり見て、必要なところに原資を割り振ると、

人件費をも底上げできるので、そういう考え方をしていただければと。 
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伊藤委員長 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野委員 

 

 

 

 

鈴木主幹 

 

 

伊藤委員長 

 

 

内田委員 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。他に、どうぞ。 

 

佐藤です。計画の話をするときに、前年度こうだったから、数年度の傾

向があって、次年度はこういう計画にするという話にしてほしい。これだ

と漠然としていて、よく見えてこないんですね。たとえば、今の適正の話

のことでいいますと、苦情のことが書いてありますけど。実際苦情という

のがどれくらいあって、国保連等々とどのくらいやり取りをして、どんな

項目が多いか、そういうことを通して質の向上等を図るために、どういう

取組みをしているのか、そういうお話があって、まとめてから次年度の話

をしていただけると非常に分かりやすいのですが。とりあえず、苦情の話

だけでもお聞かせていただけますでしょうか。 

 

２８年度から市に指定の関係が大幅に移譲されたというのがあります

ので、具体的な部分というのが、全体もまだ行ってないのが実情なんです

ね。実際今、件数自体申し上げるとかなりの件数がありますので、それを

更新に合わせて、計画を立てている状況ですので、苦情の内容というのが

これから精査させていただくというのが本音のところです。苦情について

も、一概にこれで指導云々というのも、実際に傾向があるかとういのも見

えていないので今の段階では答えられないのですが。さきほども申し上げ

ましたが、指定の更新に合わせて計画を立てておりますので。実のところ、

今ある事業所が終わるのに６年近くかかるような形ですので、現在集計中

です。 

 

今のお話は苦情に関しての件でのご質問だったと思います。かなりの数

があって、６年の更新に合わせているということは、今あった苦情も更新

も６年後であれば、６年後に話がいくという意味合いになるのでしょう

か。 

 

苦情の件数については、新年度の１回目の委員会で報告をさせていただ

きたいと思っておりまして、今の段階では報告はできません。すみません。 

 

まとめて５、６年後では対応が遅れてしまいますので、各集計ができ次

第、委員会の資料として出していただけると助かります。 

 

介護は人と人とのふれあいなんですよね。良い人材は確保してほしいと

いうのが、利用者家族としての要望なんです。介護を受ける人たちも気持

ち良く介護を受けられて、介護をする人もそういう気持ちで仕事をしてい

けるような施設があれば一番良いと思います。掴みどころのない話にもな

りますが、とにかくこれから非常に難しい問題があると思いますが、人材

確保をしっかりしていただきたいと感じる次第です。 
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伊藤委員長 

 

岡崎課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

鈴木主幹 

 

 

 

 

 

 

この件について、何か市の方針等はありますか。 

 

福祉政策課は、地域包括ケアシステム、それから地域福祉計画、高齢者

福祉計画、介護保険事業計画の全てを所管しておりますので、お話させて

いただきます。介護従事者の人材確保の問題は本当に深刻です。これにつ

いては国、県、市も多方面から考えて行かなければいけませんので、予算

的な部分、介護保険の部分の方の報酬の区分など、多方面からの対応が必

要ということで、介護保険の事業計画自体が３年で動いておりますので、

２９年度までは今期のものになってしまうのですが、予算的な部分につい

ては次期にはきちんと見直しができるようにしたいと思います。人材の確

保問題につきましては、募集をするだけではとても間に合いませんので、

介護という職業に若い方に魅力を持っていただくための掘り起しもやっ

ていく必要があるとも思います。また、せっかく資格を取っても活用され

ていない方がずいぶんいらっしゃると思いますので、潜在的な人材の掘り

起しも、今後も続けていかなければいけないと思います。介護に対してい

わゆる３Ｋといわれるような暗いイメージをもたっれないような、啓発と

いうものも必要だと思っております。 

そのなかで総合事業というものもありまして、重度の介護が必要な方は

ベテランの資格を持った方々にお任せをして、予防的な軽度の方々につい

ては、介護される側、する側両方に参加していただくことで、生きがいを

持って、さらに健康の寿命を伸ばしていただけるような、地域の活動も必

要だと思うのですが、口で言ってしまうのは簡単なのですが、そういった

仕組みを行政はなかなか作ってきていないところもありまして、これから

時間をかけて根付かせていかなければならないというところで、来期の計

画を考えております。地域包括ケアシステムについても、話を進めていき、

そういった意識を持って考えていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

ぜひ、次期の計画に反映していただければと思います。他にご意見はご

ざいませんね。それでは次の議題に移ります。 

②地域密着型サービスの公募について福祉政策課より説明をお願いい

たします。 

 

議題２の②、地域密着型サービス事業者の公募についてご説明させてい

ただきます。公募については、平成２９年度の整備分としまして、平成２

８年１１月１４日から１２月２２日までの期間で、小規模多機能型居宅介

護５カ所、看護小規模多機能型居宅介護２カ所、認知症高齢者グループホ

ーム３カ所を公募いたしました。その結果、認知症高齢者グループホーム

につきまして北部圏域であります国分において、１事業者の応募がありま
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した。第１次審査を 1月１１日に行い、市の福祉、建築、開発部門の職員

が委員として現地視察及び申請書類の審査を行い、審査を通過しました。

第２次審査については、1 月３０日に行い、第１次審査の委員に加え、福

祉の財務に関する専門知識をお持ちの外部委員の方に加わっていただき、

応募事業者によるプレゼンテーション及びヒアリングにより審査を実施

いたしました。主な審査項目は、事業運営に係る一般的な考え方、経営・

運営の安定性、サービスの質の向上に向けた取組み、職員体制や職員の質

の向上、設備面など２３項目について原則５段階評価で審査を行い評価の

結果、ミモザ株式会社が指定候補事業者となり、現在平成２９年１２月の

開設に向け準備を進めております。また、それ以外のサービスにつきまし

ては事業者の応募が無く、資料下段部分にあります公募の予定について新

たな公募と合わせて再公募を実施しております。続きまして、平成２８年

度整備実績についてご報告いたします。お手元の配布資料第６期高齢者福

祉計画介護保険事業計画における地域密着型サービスの整備条件につい

てご覧ください。第６期事業計画に基づく今年度の地域密着型サービスの

整備実績につきましては、表の一番右側の部分下段の２列目なのですが、

平成２８年度と表記している部分となります。各サービスの枠の上段が整

備予定数、下段が実績となっております。今年度は認知症高齢者グループ

ホーム１箇所、定期巡回随時対応型訪問看護介護１箇所を整備いたしまし

た。平成２９年度の整備予定につきましては先ほど説明させていただきま

した通り、認知症高齢者グループホーム１箇所を既に制定しております。

当初の計画にある平成２９年度整備分に平成２８年度までの積み残し分

を加え、合わせて整備していく予定です。これらの公募の状況につきまし

ては、今後本委員会において随時報告させていただきます。以上でござい

ます。 

 

この件に関してご質問いただきたいと思います。いかがでしょうか。毎

回話題にしますけど、公募に対して中々応募がない。毎年毎年これを積み

残しという形で繰り越している訳なのですが、その事への対策というの

は、何かあるのでしょうか。応募が無いから仕方が無いということなので

しょうか。 

 

対策としまして、２９年度が計画の最終年度になりますので、通常より

まず公募の期間をちょと長めに行っております。毎回なのですが市のホー

ムページまた広報等、そこの周知は随時行っているのですが、あとは事前

にお問い合わせのあった事業所等については、こちらで公募等とホームペ

ージに載せた段階でご連絡は差し上げている段階です。 

 

ご意見いかがでしょうか。はい、どうぞ。 
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ちなみに他の市長村では、同じことをやっていて応募状況はどうなって

いるのかとか、そういうのを掴んでいたら教えていただけると有り難いの

ですが。 

 

すみません。他の市区町村の方ですが、状況については現段階で情報は

まだ掴んでいない状況です。すみません。 

 

やはり他の市町村の状況を掴んだほうがいいと思いますし、それから、

私もいくつかのとこを知ってますけど、逆に集まっているところもあるん

です、かなり。その辺の差があると思いますので、そうすると先ほど言い

ました対策として何が違うのかというのも考えられる材料も出てくると

思いますので、是非その辺、待っているではなくて、やっぱり働きかけて

行こうというのが必要だと思いますので、色々な意味でさっきの人材のこ

ともそうですけども、やっぱりちょっと働きかけることを考えないと中々

厳しいのかなというふうに思いますので、是非宜しくお願いします。 

 

２つありまして、今のお話の流れが１つで、例えば、２７年度２８年度、

これが出来ているところに入っている入居者の定員はもう埋まっている

のかとか、作るだけではなく入っているかどうかの問題もあるという問題

もあると思うんです。作っても料金が高くて入れない方もいらっしゃると

思いますし、入りたくてもお金がなければ入らない、収入がなくっては人

員も集まって来ないと思うのが１つと、もう１つとしては、ここはあくま

でも地域密着型ということで、市が管理しているお話になると思うんです

ね。で、内田委員からも先ほど出た、その人員のところに絡めて行くと、

特別養護老人ホームとか、老健とか市が直接関わらないところでも、オー

プンしても定員割れをして、例えば１００床のところでも定員が集まらな

いから最初はいくつか少なめにしてやってたりとか、ショートステイも 1

年立った後にオープンしたという話をよく聞きますので、やはりできたか

ら良いという話でもないのかなと、今考えました。 

 

今のご意見に対して何かありますでしょうか。 

 

福祉政策課です。特別養護老人ホームなどの入居状況といのは定期的に

確認にはしております。で、仰られます通り待機者がまだ２８０人ぐらい

いらっしゃるということで、その待機者の方も単に順番がこなくて入れな

いのではなく、特別養護老人ホームに入るには、例えば医療的なケアが必

要で、その福祉施設では対応が難しかったりとか、それをするためのスタ

ッフが足りなかったりとか、そういういろいろな事情も含めての２８０人

ということを確認しております。グループホームにつきましても、各施設

のですね、大体利用料についても見ておりまして、確かにグループホーム
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の金額的なものがご自身の年金収入だけでは厳しいところもあったりと

いう部分もあり、ご家族のご協力が必要なところもある中で、認知症の方

が増えてくることで需要も確実にあるということを確認しておりまして、

そのためにも認知症の方の対応していただけるような施設というのは、や

はり必要というふうに認識しております。で、施設に伺ったところにより

ますと、最初から満床にするのでなく、やはり職員の方がきちんと慣れて

安全性を確保できる状況を確認しながら、徐々に入ってて頂くということ

も聞いておりますので、必ずしもどこもが満床という状況でもないし、満

床という理由だけで入れないということもないということもわかっては

いるんでるけれど、それだけにですね、施設の需要と供給のバランスが取

れるようになるというのは大変難しいことではあるんですけれども、２０

２５年問題も考えれば確実に必要なことは認識しておりますので、それに

向けて、その時にどうにもならなくならないように今から確実に増やして

いきたいと考えております。 

それからそれと同時にですね、在宅で生活ができるような在宅支援、在

宅医療であったり、日常生活支援であったり、そういう部分についても並

行して拡充していくということも、一緒にうちの方では考えております。

以上です。 

 

今の必ずしも満床でなくて、空床もあるのだけれども施設側の対応能力

ですね、対応能力もいろんな理由があるということで、この辺も是非ちょ

っと整備していただいて検討していただきたいというふうに思います。 

 

他にご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは次に参ります。③番でしょうか。地域包括支援センターについて

介護福祉課から説明をお願いいたします。 

 

介護福祉課の清水です。資料に２－３をご覧になってください。２９年

度の地域包括支援センター事業計画についてご説明申し上げます。地域包

括センターの主要４事業を中心に据えまして、事業名を５つ上げさせて頂

いております。(１)が総合相談支援業務、(２)県利用後用務、(３)包括的

継続的ケアマネージメント支援業務、(４)介護予防にかかるケアマネジメ

ント業務、(５)市事業との連携として、全部で５つの事業を上げておりま

す。包括で運営をする必須事業といたしましては、(１)～(４)までが必須

事業となっております。まず１番目の総合相談支援業務についてですが、

事業内容としては書いてある通りでございます。平成２７年度の実績につ

いてご説明しますが、平成２７年度は前半を４包括、後半の１０～３月ま

でが１５包括と委託の数が増えております。それに伴いまして、総合相談

支援業務から介護予防に包括的継続的ケアマネジメント支援業務につき

ましては、大幅に実績の件数が上がっております。総合相談支援業務につ
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きましては、前半の４包括の相談件数は、５，８８８件、後半半年の相談

件数は２０，３２２件と、実績は大幅に上がっています。(2)の権利擁護

業務の実績につきましては、高齢者虐待の対応について申し上げますと、

前半が３８５件に対し、後半１５包括になってからは６４９件と件数は上

がっております。包括的継続的ケアマネジメント支援業務の実績は、前半

が日常的個別指導の相談件数比較しますと、前半が１９０件だったのに対

し、後半では４８０件と件数が上がっております。市事業との連携につき

ましては、在宅医療、認知症総合支援事業とございますが、在宅医療の方

の連携につきましては、前半が７０件に対し後半が１７９件、これは退院

支援相談件数の比較になりますが、やはり同じように大幅に増えておりま

す。地域ケア会議の実施につきましては、これは資料２－３-(3)包括的継

続的ケアマネジメント支援業務のところをご覧ください。地域ケア会議の

開催の実績につきましては、前半が４回、後半は１８回開催をしておりま

す。４包括から１５包括に増えましたので、当然件数は増えているんです

が、その支援内容の質については、市と委託包括の連携の中で精査をして

まいりたいと思っております。特に、市と、地域包括支援センターの連携

につきましては、保険者の役割が非常に重要とされております。保険者と

委託包括が連携して、業務の状況を点検をいたしておりまして、上半期下

半期に点検を行い、この地域運営委員会の中で２９年度も報告をさせてい

ただき、委員のみなさまの意見を伺いながら、保険者と委託１５包括が一

体的な運営ができるように努めてまいりたいと思います。以上でございま

す。 

 

ありがとうございました。それではこの件に関しまして、ご質問いただ

きたいと思います。はい、どうぞ。 

 

お世話になっております。民生委員の戸田と申します。どうぞよろしく

お願いします。地域包括支援センターという名称をですね、高齢者サポー

トセンターというふうに皆で考えて、ニックネーム的に全般に市全体に使

うようになった訳ですけれども、本来、地域包括支援なものですから、例

えばですね６５歳以上の方々の今、介護を中心にいろいろ計画に書かれて

ありますけれども、本来は６５歳以下の方々の問題も含めて対応をしなく

ちゃならない事業所だと思うんですね。例えば、若い人達の鬱の方々の問

題とか、あるいはあと障害者の方々、それから小中学生なんかも貧困問題

とかもありますけれども、多岐に渡っていろんな問題を全て包括して支援

する所であると思うんですね。まあ、もちろん高齢者の人達もいろいろな

事情に遭遇して大変な思いをしているのはわかるんですけれども、その高

齢者サポートセンターという名称であるがためにですね、本当は相談でき

るはずなのに、相談しないでいらっしゃる人たちがいるということを、ち

ょっと心に留めていただきたいなと思うんですね。それでその事業内容と
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か計画も、まあもちろん高齢者の方がニーズ的にも多いですからね、やっ

ぱりいろいろな問題もたくさんありますけれども、その高齢者サポートセ

ンターという名称の為に、事業内容が高齢者に偏るっていうのも、１つ問

題が出てきたんじゃないかなというのをこの頃感じています。若い人達の

いろいろな問題もあるんですね。あのそういうことも高齢者サポートセン

ター側として、どういうふうにお考えになっているのかなというのも、ち

ょっと気になるところです。 

それから、先ほど介護に携わる人の人材の不足、良い人材の不足ですね、

そういう問題が提示されましたけれども、そうしますと、介護だけではな

くてあらゆる年代の人に対する、対応出来る人達の確保ということも、こ

れから開拓していくところではないかなって、この頃考えています。それ

から、運営の仕方というんですか、介護施設の要するに運営が成り立って

いくのかなっていう、人材の不足とそれから経営面でのある程度の利益っ

ていうかそういうものがないと、やっぱり人材の確保には繋がってこない

かなって、私は経済のことはわかりませんけど、そういうこともあって、

施設が増えるか減るか分かりませんけども、そういうことに繋がってくる

んじゃないかなと思うんですね。ちょっと素人的発想で申し訳ないんです

けど、要するに人材を確保をするっていう意味では、介護だけではなくて

若い人に対してのケアをできる人の確保というのも、必要になっていくの

でないかなと思いました。それから、事業計画を見てても、全て高齢者が

高齢者がって最初主語がそうなっていますよね。それで他の年代の人に対

する事業計画というのはあるのかなって今感じたのですがいかがでしょ

うか。 

 

 お答えいただきたいと思います。はい、じゃ、課長さん。 

 

 はい、福祉政策課からお答えさせていただきます。本当におっしゃる通

りの、それが今必要だと感じているところです。今ですね、例えば、地域

包括ケアシステムや、その他の地域福祉計画などの中でですね、まず地域

包括ケアシステムというものは、本来全市民が幸せに暮らせるような、そ

ういうその地域を作るというところが、本当の最終的な目標として掲げな

ければならないというふうに思うんですけれども、もちろん、赤ちゃんか

らお年寄りまで、障害があってもなくてもというよな、寧ろその外国人の

方も言葉がわからなければ、これは支援が必要というふうに全ての方とい

うことで考えるのが本来のことであるとは思っております。ただ、まずは

２０２５年問題について、団塊世代がですね後期高齢に入っていく、高齢

化がいよいよ上がっていく、その時代に向けての準備が近々に今必要にな

っているということで、それと高齢者サポートセンターについてはです

ね、介護保険ということで、４０歳以上かも知れないんですけれど、やは

り高齢者の方というのを一番の中心として今は考えているのが、実情にな



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

戸田委員会 

 

 

 

 

 

清水主幹  

 

 

 

 

戸田委員 

 

伊藤委員長 

 

ります。そういった形で、まずは高齢者サポートセンターは高齢者の方の

介護の問題、生活の問題、医療の問題など、全般的に何でもご相談を受け

るということの中からですね、ご家族の問題も浮かび上がってくる事もご

ざいます。それから地域ケアシステム、地区社協というところでお世話に

なっているんですけれども、そちらの各地区でですね、これは本当にあら

ゆる年代、それからいろいろな生活状況の方々への対応をしていただいて

る、民生委員の方や、自治会の方々、それから市民児童委員さんなどいろ

いろな方々に携わっていただく中で、キッズの問題、キッズの施設の問題

であったり、高齢者サポートセンターの職員の方にも参加していただくと

いうことで、ここが今１番あらゆる市民の方々についての検討をする場と

いうことで、地域支えあい課が毎回出席させていただきまして、そこから

いただいてきた地域の課題やニーズなどをですね、またこれは地域福祉計

画の方に反映する為に、把握をするという流れを持っています。その他に、

実は社会福祉審議会のところから子どもの部分が、子ども子育て市民会議

が別になっていまして、この部分については別枠で協議体を作るようにと

国も方針がありまして、そこにも必要に応じてニーズ課題は流していま

す。それから障害者関係も障害者福祉計画これが３０年度からの高齢者福

祉計画、介護福祉事業計画、地域福祉計画、同時に同じ３０年度からハー

トフルプラン、障害者福祉計画というものも、時期を迎えるということで、

来年度一緒に策定をするようになっております。そういった形で必要に応

じて連携は取っているようにしているというのを、今の市川市の方法とい

うことでご了解いただければと思います。 

 

他にご意見よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

 そうしますと、高齢者サポートセンターは、２７年では前期４箇所、そ

して後期なってからは１５箇所に増えたってことは、それだけ人材も増え

たということですか。介護施設で働く、包括支援センター、高齢者サポー

トセンターでの各センターで人数も揃ったんですか。人数的に増えている

わけですかね。 

 

 前半４包括、後半１５包括となっておりますが、これまで１５包括にな

る前は市内に１１箇所の在宅介護支援センターがございましたので、そこ

の職員に機能強化、専門職を配置をして１５箇所としておりますので、増

えております。 

 

はい、ありがとうございました。 

 

私もお聞きしたいのですが、４箇所から１５箇所というのは、その今の

おっしゃられている１１箇所の在支が入っているわけなので、相談件数の
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比較というのは前半後半というのは、その差というのは、じゃその中に今

まではその１１カ所の在支がやっていた相談内容であったりとか、虐待の

問題であったりとか、それは今まで在支が使っていたということ、まあこ

れからその内容分析されるということですけれども、その辺はもし今の段

階である程度わかっていれば教えてもらいたい。 

 

 前半の相談件数を出しますと、約４包括で６，０００件くらい、在支だ

けで２３，０００件という数があります。在宅介護支援センターに専門職

を配置をして、１５包括にしております。今まで１１在支は困難ケースに

ついては最初の段階の対応をして、後は４包括にケースを申し送る流れだ

ったのですが、それが１１在支に専門職を配置したことによって、ブラン

チという機能から、包括として対応しております。 

 

 

 内容の分析はこれからということで、よろしくお願いします。はい、ど

うぞ。 

 

 先ほどの戸田委員の話とちょっと重なって、もう少しそこのところのス

タンスをはっきりさせた方がいいと思うんですが、先ほど課長さんの説明

で連携していくていうのはね、当然必要なことだと思うんですけど、全体

として、現場の方へ行きますと、多分戸田委員が言われているのは、個別

の事例を見ていきますとね、高齢者の問題で入っていったんだけど、そこ

に事業所の問題があったりだとか、そこに子どもの虐待の問題があったり

だとか、そういうことが多々出てきているわけですよね。そうすると、そ

のときに、じゃこの地域包括支援センターはどういうスタンスでね、その

問題に関わっていくのかと。で、実際には今度個別の地域包括見ていきま

すと、かなりそういうところに前向きに取り組むところと、ある程度高齢

者のところで線を引くところと、これもやっぱり個々の事業所によってス

タンスがあるとか、あるいはもう最終的には個々の支援者によって差があ

るとか、ということも実際事例検討をやっていると感じることなんですけ

ども、ただ、じゃ今度は市川市とか、あるいは市川市のいろいろな地域を

見ていって、その状態をアセスメントして、その地域の中には、どういう

やり方をしたらいいのかとか、あるいはそういった中で、総合的に市川市

としてはどういうスタンスでやったらいいのかとか、それを見ていかない

と実際の問題解決をしていくためにですね、具体的な事が出てこないと思

うんで、是非この計画を考えていく中でですね、その辺のいわゆる高齢者

と、それから高齢者に介護保険等はずれていきますけども、ここは高齢者

に関わるところで出てきた問題について、どう対応していくのかってい

う、なんかそういう方向性みたいなものが、ワンパターンではいかないと

思いますけども、出していただけるといいなというのが今聞いていて感じ
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ましたので、これは意見です。意見として、言わせていただきます。 

 

 先生がおっしゃったように、高齢者の問題でいざ入ってみたら、実は家

族一人一人が全て課題が抱えていたっていうケースが大変多いです。その

場合、高サポが自分達は高齢者しか対応しないといった形で、家族の中に

線を引いてしまいますと、その問題が解決に向かわないので、関係機関と

連携をしております。具体的な事例でこの１年でかなり重かったのが、高

齢者虐待と児童虐待がミックスしていたケースです。高サポに児童虐待対

応の力量やノウハウはありませんので、当課と児童相談所、市川警察など

の関係機関と連携を取りながら、速やかに対応いたしました。このように、

当課と１５包括が、自分達の力量とか守備範囲を超えるものについては、

まずアセスメントをして、必要な関連機関と連携を取りながら支援をして

いきましょうとの共通認識を持ちながら、実際に対応できるように行政は

支援をしていきたいと思っております。 

 

今のような事例、ケアマネージャーなので多々あって、いつもその障害

だったりとか児童のところでは市川市さんとは高齢者サポートセンター

を含め、とても良くしてしていただいているんです。今一番困るのは、今

は市川市に全て住所がある方のお話なので、連携が取れるんですけれど

も、身体が市川市にあっても、住所地特例だったり、住所が県外市外にあ

る場合が、やっぱり関わりを持っていただくのが今できない事例が２事例

ありましたので、意見なんですけども、そういうときの相談をどうしてい

ったらいいかなっていうのは困ることがありました。 

 

これは、ご意見いただいた方がいいでしょうか。 

 

いや、特に、まあしょうがない話なのかなとは思うんですけども。 

 

住民票が他市や他県にありますと、やはり支援が難しいところがあるの

ですが、身体が市川市にある方についてはできる限りの支援をしたいと思

いますので、是非ご相談をしていただきたいと思います。 

 

 よろしいですか。はい、はいどうぞ。 

 

 提案というか、高齢者サポートセンターていうその名称なんですけど

ね、各そのサポートセンターでお子さんの問題や障害者の方も、気軽にご

相談くださいっていうそういうようなキャッチフレーズみたいなような

ものをちょっとね、掲げておけば住民の人達が地域の方々が気軽にちょっ

と相談に乗れるんじゃないかなと思ったんです。高齢者サポートセンター

て書いてあると、高齢者のことしか相談できないのかなって思うんですっ
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てちょっと言われたことあったんで、いや、違いますよって、地域包括支

援センターっていうのを、名称を高齢者サポートセンターっていうふうに

一応とりあえずそういう風にしてあるんだけど、お困りの時は皆さんケア

マネジャーさんとか、看護師さんとかもいらっしゃるから、相談に乗って

いただけるセンターだから気軽にちょっと相談してみてって、言ったこと

もありますので、市民の方々は、高齢者サポートセンターっていうと、そ

の介護の問題とかそういうことだけを扱う事務所みたいに思っている人

も中にはいらっしゃるので、そこがちょっと問題かなって思ったんです。

皆さんで高齢者サポートセンターって名称にしましょうねって言ったん

だけど、いろいろな事例を総合してみますと、名称がいまいち難しいなっ

て、みなさんにそういうふうに誤解される部分があるなってこの頃感じて

ます。 

 

はい、ありがとうございます。中々、あのその地域包括支援センターて

いう名称を変えるということにちょっといろいろ議論があって、まあどっ

ちがいいのか、一概には言えないなっていうことだったんですけど、ご指

摘のことかなりあると思いますので、どうなんでしょうね。名称をまた変

えるっていうのもなんですから、キャンペーン活動ということで、頑張っ

ていただく、ということになるんでしょうかね。はい、どうぞ。 

 

 逆にすみません。包括支援センターの職員はそういうふうに思って仕事

をしてるんでしょうか。そこをはっきりしないと、戸田さんの悩みも解決

しませんし、私の場合はやっぱり障害者は障害者支援課、子どものことは、

市役所の子どもの相談の方に相談させていただいているんです。この計画

に則って仕事をしている包括支援センターの職員たちがそのように思っ

てなければ、そういうふうにはならないかなと思うんですが、実際のとこ

ろいかがなんでしょうか。 

 

 月１回、１５高サポの管理者と会議をしておりますが、その中で高サポ

に寄せられる相談については、どんな相談でも受けて、内容により必要な

関係機関に繋ぐことを、市民に向けて周知していますから、高サポの職員

はその旨を認識るようにと、つい１月の管理者会議者でも確認したところ

です。そのことを、全ての高サポの職員がきちんと認識できるような努力

を行政の方もしてまいりたいと思います。 

 

今後ですね、高齢者っていう言葉がネックになっているようだったら、

また考え直さなければいけないってことでしょうか。まあ、この辺でよろ

しいでしょうかね。はい、どうぞ。 

 

 だんだんお聞きしてたら、スタンスがわかってきたんで、むしろ戸田委
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員質問があったときに最初にそれ言ってくれれば一番話が手短に済んだ

んで、そどういうスタンスでやっているのかってことを前に出していただ

けると有難いです。市の方も、遠慮しないで、今こうやってるんだと言っ

てくれれば、話は早く噛み合うし、理解も早まると思いますんで、よろし

くお願いします。 

 

 時間も差し迫ってきましたので、次にまいりたいと思います。 

続きまして、議題の(３)です。指定地域密着型通所介護事業所等におけ

る宿泊サービスの指針の策定について、福祉政策課から説明をお願いいた

します。 

 

 福祉政策課、岡崎でございます。着座にて失礼いたします。本課題に入

ります前に、第２回介護保険地域運営委員会にて報告いたしました、市川

市地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準等を定

める条例、及び市川市指定密着型介護予防サービス事業の人員、設備、及

び運営並びに、指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防の為の

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてと

いうことで、ご報告申し上げます。平成２８年１２月議会にて、全会一致

で承認されましたので、これらの条例につきましては、今年の３月３１日

から適用されます。貴重なご意見、皆様いただきましてどうもありがとう

ございました。 

それでは議題に入ります。仮称市川市指定地域密着型通所介護事業所等

の設備を利用し、夜間及び深夜に地域密着型通所介護等以外のサービスを

提供する場合の事業の人員、設備、及び運営に関する指針の制定ついてご

説明いたします。まず、表題になっておりますサービスでございますが、

こちらはデイサービスの事業者が提供する宿泊サービスのことを指しま

す。デイサービスを普段利用されている方が、利用者や利用者のご家族に

緊急かつ短期的な事情が生じた際に、日頃慣れ親しんだデイサービスで宿

泊の需要があったことから、提供がなされたものでございます。デイサー

ビスでの宿泊サービスは、介護保険制度外の実施事業のため、運営方法や

人員、設備等は事業者に一任されており、基準や規定等が無いことが問題

とされておりました。そこで、利用者保護の観点から、千葉県は県ガイド

ラインを平成２５年１１月に制定しておりましたが、その後平成２７年４

月に国より指針が通知され、届出や事故報告の仕組みが構築されたもので

ございます。今回、本旨が指針を制定する理由といたしましては、平成２

８年４月の介護保険制度の改正により、利用定員１８人以下のデイサービ

スが千葉県から権限委譲され、地域密着型通所介護が創設されたことに伴

い、地域密着型通所介護事業所の中で宿泊サービスを提供している事業所

があることから、本旨において宿泊サービスにかかる行政指導指針を示す

必要があり、千葉県のガイドラインと同様の内容とすることから、策定す
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るものでございます。対象となるサービスはまず、地域密着型通所介護、

これは療養通所介護を含めます。それから認知症対応型通所方介護、これ

は介護予防も含めます。それから、第一号通所事業、こちらは総合事業の

通所サービスのことでございます。この３つとなります。制定内容につき

ましては、表の左側にもございます通り、地域密着型通所介護等の設備を

利用して、運営するにあったて従業員の資格や、員数、設備、サービス内

容等を指定いたします。参考とするガイドラインは表の中央にあります国

の指針ですが、制定理由でも説明いたしました通り、権限委譲以前は千葉

県のガイドラインの対象であり、遵守していたことから、千葉県が国の指

針内容以外に独自基準として設けている、３点を本旨の指針にも規定いた

します。１つ目は、提供日数についてですが、介護サービスである短期入

所生活介護、これはショートステイのことです。と同様に、やむ終えない

事情により、原則必要となる場合であっても、その提供日数の上限を原則

３０日等といたします。２つ目は、プライバシーの確保の方法についてで

す。こちらは、災害時の利用者の安全の確保等の観点から、パーテーショ

ンや家具、またはそれに類するものに限り、転倒防止の為の措置を図るこ

とを規定いたします。最後に３つ目は届け項目について、利用者の安全の

確保等の観点から、防災対策の状況等を国が示した様式の届出項目に加え

ます。施工日は平成２９年３月３１日を予定しておりますが、今年の３月

１日より、本旨の総合事業の改正を行うことから、施行日を変更する可能

性もございます。事業者に不利益が生じないよう配慮したいと考えており

ます。以上でございます。 

 

 一応この件に関しましてご意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

 いわゆるお泊りデイという形でよろしいんですよね。そうしますとこの

３－(1)の提供日数のところでちょっと質問なんですけども。現在、今普

通の短期入所生活介護ショートステイやむ終えない事情によって連続利

用になった場合、３１日目を実費という形にして、実費という形で精算を

して、また次の日から利用していると思うんですけども、お泊りのデイの

夜間ていうのは介護保険の対象の料金が発生しないと思うんです。という

ことは３０日までは使っても３１日目はどう考えればいいか、家に帰すの

か、それともその実費みたいなショートステイの計算をして、連続で利用

出来るのか、やはりやむ終えない理由となると返す家が無い人が多いとい

うところがあるので、ここを是非お聞かせ下さい。 

 

 はい、どうぞ。 

 

 福祉政策課でございます。すみません、私もともと障害福祉だったもん

ですから、障害者の関係でもそうなんですけれども、まずショートステイ



 21 

 

 

 

 

大野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎課長 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

鈴木主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の代わりにお泊りデイ３０日以内、でそれ以上掛る見通しがあるのであれ

ば、その間にですね、正式にショートステイの準備はしていただきたいと

考えております。今のところは、それが不可能ということでしょうか。 

 

 あの、連続で使えるていうところに、やはりお金の問題が発生してくる

と思うんですね。個室であれば空いているところもあるんですけども、多

床室となるとっていうところが１点。あと、他の市町村の住所地で、他の

市町村が動いてくれず、その方の収入が年金を調べようがなく、後見人付

けるも何もまだ動けないっていう場合に、連続して５ヶ月使ったって事例

もあるんです。やっぱり男性でしたので、男性の受け入れの多床室って市

川市内、本当に無いんですよ。そういったところも、めったに無いことな

んですけども、３０日以内で見つけろって言われると難しい人はいるとは

思います。 

 

 しばしばそういう事例が起きるということであれば、すみません、ちょ

っとそこまでの想定をしていなかったものですから、対応は考えていきた

いと思っております。 

 

他にご意見ありますでしょうか。じゃ、よろしいでしょうかね、この辺

でじゃ、ご了承いただいたということで、それでは次にまいりたいと思い

ます。 

それでは、議題(４)です。傍聴人の方いらっしゃいませんので、議題の

(４)「地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について」です。福

祉政策課から、説明をお願いします。 

 

 福祉政策課です。議題(４)地域密着型サービス事業者の指定及び指定更

新について、ご説明いたします。地域密着型サービス事業者の指定及び指

定更新を行う場合は、介護保険法第７８条の２第７項において、予め介護

保険の被保険者、その他の関係者の意見を反映させる為に、必要な措置を

講じるよう勤めなければならないとされており、本委員会にてご意見をい

ただくものです。資料４をご覧ください。１、指定につきまして２事業者

が対象でございます。１番目として、あさがおリハ妙典です。こちらは、

地域密着型通所介護事業所であり、介護予防通所介護、第一号通所事業を

併設しております。所在地は妙典にあり、利用定員は１０名となっており

ます。申請者は株式会社たちばなです。平成２８年１２月７日に現地調査

を行い、基準に反する設備、備品は認められませんでしたので、平成２９

年１月１日に指定をいたしました。２番目として、ジャパンケア市川八幡

です。こちらは定期巡回・随時対応型訪問介護看護で居宅介護支援、介護

予防訪問介護、訪問介護を併設しております。所在地は八幡にあり、申請

者は株式会社ジャパンケアサービスです。平成２８年度整備分の公募を経
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て、決定された事業者であり、平成２９年１月６日に指定申請書類が提出

され、平成２９年２月１７日に現地調査を行い、平成２９年３月１日に指

定予定としております。２番目としまして指定更新につきましては、市内

１事業者が対象です。トレーニングデイサービス林檎館でございます。こ

ちらは伊勢宿にある、地域密着型通所介護です。介護予防通所介護、第一

号通所事業を併設しております。利用定員１０名、運営法人は株式会社あ

っぷるです。平成２８年１２月２６日に指導監査を実施したところ、基準

に反する設備、備品は認められなかった為、平成２９年２月１日に指定更

新を行いました。以上、市内指定２件、市内指定更新１件につきましてご

報告いたします。以上です。 

 

 はい、ありがとうございました。この件に関しまして、ご質問、ご指摘

いただきたいと思います。はい、どうぞ。 

 

 ジャパンケアさんの定期巡回随時対応型についてなんですけれども、デ

イーサービスあさがおさんとか、裏のりんご館さんっていうのは、やっぱ

り利用定員というのがデイサービスなので書いてあると思うんです。ヘル

パーさんていう、この定期巡回っていうのは例えばなんですけど、２４時

間やるので、何名くらいで、ヘルパーさんが何名揃って、それで利用がス

タート出来るっていう基準みたいなのはあるんでしょうか。そこの枠が減

ってしまうと、事業も無くなってしまうのかなっていうところと、看護と

いうふうになっていますので、これは提携している事業所があるのかどう

かというところもお願いいたします。 

 

福祉政策課です。まず人員に関してなんですけども、人員基準上は訪問

介護員１人以上っていう風になっておりますので、事業者に、提供する利

用者数に応じて人数の方は配置していただくことにはなりますので、何人

定員というのは決まってはおりません。次の看護職員については、ジャパ

ンケアさんに関しては連携型ということで、指定を受けている訪問看護事

業所と連携して、サービス提供をしていくという形になりますので、こち

らの指定申請時にはどこの事業所と連携するかもこちらに報告いただい

ておりますので、それを受けて３月１日から事業を開始していくという流

れになります。以上です。 

 

今の１人以上っていうのは、ヘルパーさん１人以上いればいいっていう

ことですかね。はい。 

 

 はい、よろしいでしょうか。他にご意見ありますでしょうか。無ければ

この件に関しましてはこれでよろしですね。はい、ありがとうございます。 

それではこれで本日の議題は全て終了いたしました。他にご意見が無い
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ようでしたら、第４回の市川市介護保険地域運営委員会を終了いたしま

す。ここで事務局にお返ししたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

はい、みなさま、長時間に渡りご審査、ご意見いただきましてありがと

うございました。お疲れ様でした。事務局より事務連絡させていただきま

す。まず、来年度のスケジュールでございますけれども、みなさまに配布

させていただきました、平成２９年度委員会年間スケジュールをご覧いた

だければと思います。ご覧のとおりですね、来年度は、例年どおり年４回

の開催を予定しておりますので、議題についても表のとおりとなっており

ます。ご確認いただきまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、次回の委員会につきましては、５月中旬あるいは下旬を予定して

おりますが、詳細については未定ですので決まり次第ご連絡をさせていた

だきます。よろしくお願いします。最後に、お車でお越しになられた方、

駐車券預けている方がいらっしゃいましたら、事務局までお声掛けお願い

いたします。事務局からは、以上です。どうも、ありがとうございました。 

市川市介護保険地域運営委員会 

                         委員長 伊藤 勝仁 


